
地域への貢献が貴社の事業 PR にも役立ちます

市内事業者の皆様へ 
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商店会・商工会商店会・商工会 に 加入しましょうに 加入しましょう

　地域のお店が事業を継続していいくためには、各事業所の経営努力は当然必要とな

りますが、地域の状況に左右されることが少なくありません。自社の発展と共に地域

の発展にも貢献していく必要があります。

　商店街が生きいきとしたまちの中心となっていくため、一緒になって国立市のまち

を盛り上げていきましょう。

　今、改めて商店会・商工会の役割が求められています。身近な買い物の場所として

はもちろんのこと、地域の安心・安全や賑わいづくりのイベント、ＳＤＧｓへの取り組

みを行うなど、地域のコミュニティの核として活動の中心的な役割を果たすのが商店

会・商工会です。

！！



国立市生活環境部まちの振興課商工観光係　（042）576-2111　/　国立市商工会　（042）575-1000

天下市

大学通りイルミネーション

≪国立市中小企業振興基本条例抜粋≫

第５条　第２項　 中小企業者は、 市、 経済関係団体その他関係団体による中小企業振興施策及び地域

活性化施策に積極的に参加し、 協力するよう努めるものとする。

同条　　第３項　　商店街で事業を営むものは、 商店街の振興を図るため、 商工会及び商店会への加入

により相互に協力するよう努めるものとする。

同条　　第４項　　商店街で事業を営むものは、 商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、

応分の負担等をすることにより、 当該事業に協力するよう努めるものとする。

≪国立市企業誘致促進条例抜粋≫

第 12 条　指定企業は、 企業規模の大小にかかわらず、 国立市中小企業振興基本条例の趣旨を理解し

同条例の規定を遵守するものとする。


